
1 

令和４年第２回加須市議会定例会提出議案の概要 

                        招集日 令和４年６月１４日（火） 

 

１ 提出議案件数 

    専決関係         ２ 件 

    予算関係         ２ 件 

    条例関係         ２ 件 

    事件関係         ２ 件 

    人事関係         １ 件             計 ９ 件 

 ..................................................................................  

２ 個別議案の概要 

 ..................................................................................  

 第４６号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の施行に伴い、 

加須市税条例の一部を改正することについて専決処分を行ったこと。 

（専決第４号 令和４年３月３１日専決処分） 

(2) 内 容  ア 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税の課税標準に 

ついて、最初の３年度分に限り、その価格に４分の３を乗じて得た額とす

る特例を設けること。 

イ 省エネ改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置について、 

省エネ改修に加えて太陽光発電装置等を設置することにより工事費に係

る要件を満たした場合も対象とすることに伴う規定の整備をすること。 

ウ 令和４年度に限り、商業地等のうち、負担水準が６０パーセント未満の 

宅地等の課税標準額について、令和３年度の固定資産税の課税標準額に

加算する額を、令和４年度の評価額の２．５パーセント（現行：５パーセ

ント）とする負担調整措置を講ずること。 

エ 条文中に引用する地方税法の項ずれに伴う規定の整備をすること。 

オ 令和４年４月１日から施行すること。 

カ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ..................................................................................  

 第４７号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の施行に伴い、 

加須市都市計画税条例の一部を改正することについて専決処分を行ったこ

と。 

（専決第５号 令和４年３月３１日専決処分） 

(2) 内 容  ア 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る都市計画税の課税標準に 

ついて、最初の３年度分に限り、その価格に４分の３を乗じて得た額とす

る特例を設けること。 

イ 令和４年度に限り、商業地等のうち、負担水準が６０パーセント未満の 
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宅地等の課税標準額について、令和３年度の都市計画税の課税標準額に

加算する額を、令和４年度の評価額の２．５パーセント（現行：５パーセ

ント）とする負担調整措置を講ずること。 

ウ 条文中に引用する地方税法の項ずれ等に伴う規定の整備をすること。 

エ 令和４年４月１日から施行すること。 

オ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ..................................................................................  

第４８号議案  令和４年度加須市一般会計補正予算（第１号） 

(1) 今回補正予算額  ３３２，２８６千円 

(2) 補正後予算額                    ３８，２４６，２８６千円 

(3) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 

ア 国庫支出金 ３３２，２８６千円 

  （歳出） 

ア 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業    ２１２，６９３千円 

イ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給事業  １１９，５９３千円 

 ..................................................................................  

第４９号議案  令和４年度加須市一般会計補正予算（第２号） 

(1) 今回補正予算額  １，２８２，０１３千円 

(2) 補正後予算額                    ３９，５２８，２９９千円 

(3) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 

ア 国庫支出金 ８０１，４０６千円 

イ 県支出金                          ８，３９１千円 

ウ 繰越金                         ４７２，２１６千円 

  （歳出） 

ア 庁舎維持管理事業                     ４９，４７８千円 

イ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業    ４，８２１千円 

ウ 公立保育所管理運営事業                     ８２２千円 

エ 不妊治療事業                        ４，２００千円 

オ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業           ２０，１０５千円 

  カ 予防接種事業                      １５９，０４８千円 

  キ 避難者支援予防接種事業                   １，０８０千円 

  ク 新型コロナウイルスワクチン接種事業           ３５７，７１９千円 

  ケ 加須クリーンセンターごみ処理事業             １３，７３２千円 

  コ 担い手育成支援事業                     ８，１９１千円 

  サ 地産地消推進事業                      ５，２０８千円 

  シ 幹線用排水路改修事業                   ３７，９５５千円 

  ス 枝線用排水路改修事業                   ２７，３００千円 
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  セ 燃料費高騰対策事業                    ４５，５２５千円 

  ソ ちょこっとおたすけ絆サポート券全世帯配布事業      ２９７，１２９千円 

  タ 道路維持管理事業                    １１８，９００千円 

  チ 生活道路側溝事業                     １２，３００千円 

  ツ 幹線道路側溝事業                     ２２，５００千円 

  テ 防災倉庫管理事業                      ４，０９４千円 

  ト 学校ＩＣＴ教育活用事業                  ６６，４９０千円 

  ナ 小学校施設整備事業                    ２０，１４１千円 

  ニ 文化・学習センター管理運営事業               ２，４６９千円 

  ヌ 給食センター管理運営事業                  ２，８０６千円 

 ..................................................................................  

 第５０号議案  加須市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条 

例 

 (1) 趣 旨   所期の目的を達成したため、職員を派遣することができる団体から社会 

福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院を削ること。 

(2) 内 容  ア 職員を派遣することができる団体から社会福祉法人恩賜財団済生会支 

部埼玉県済生会栗橋病院を削ること。 

イ 公布の日から施行すること。 

 ..................................................................................  

 第５１号議案  加須市税条例等の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除 

の適用期限を延長し、及び固定資産課税台帳等の記載事項に係る所要の措

置を講ずるとともに、規定の整備をすること。 

 (2) 件 名  ア 加須市税条例の一部改正（第１条による改正） 

        イ 加須市税条例の一部を改正する条例の一部改正（第２条による改正） 

(3) 内 容  ア 配偶者等が退職手当等を有する場合、給与支払者又は公的年金等支払 

者に提出する扶養親族申告書に、当該配偶者等の氏名を記載することと

すること。 

イ 個人市民税の住宅借入金等特別税額控除を次のとおり改めること。 

 改正前 改正後 

対象年度 令和１５年度まで 令和２０年度まで 

居住年 令和３年まで 令和７年まで 

ウ 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る個人市民税の課税方式

を次のとおり改めること。 

改正前 改正後 

所得税と異なる課税方式の選択が 

可能 

所得税の課税方式と一致させる 

エ 登記に記録されている者がＤＶ被害者等である場合、登記所から市へ 

の通知事項にＤＶ被害者等の住所に代わる事項が記載されることとなる

ことに伴い、当該事項が記載された固定資産課税台帳の閲覧等に係る手
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数料に関する規定の整備をすること。 

オ その他規定の整備をすること。 

カ ア及びイ並びにオの一部については令和５年１月１日から、ウ及びオ 

の一部については令和６年１月１日から、エについては令和６年４月１

日から施行すること。 

キ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ..................................................................................  

 第５２号議案  市道路線の認定について 

 (1) 趣 旨   開発行為に伴い再編成される道路を市道として管理するため認定するこ 

と。 

 (2) 内 容   市道１３３６号線 

 ..................................................................................  

 第５３号議案  市道路線の廃止について 

 (1) 趣 旨   開発行為に伴い不用路線となる道路を廃止すること。 

 (2) 内 容   市道１３３６号線及び市道１３３７号線 

 ..................................................................................  

 第５４号議案  加須市固定資産評価員の選任について 

(1) 趣 旨   加須市固定資産評価員を選任することについて議会の同意を求めること。 

 (2) 内 容   次の者を選任すること。 

        ア 住 所 加須市旗井１７９番地９ 

        イ 氏 名 青 鹿  実 

 ..................................................................................  

 


